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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１ 級 
担当者 

（補助的な業務に従事する担当者） 
30 人 2.1 ％ 143,100円 265,700円 

２ 級 担当者 447 人 30.6 ％ 172,800円 336,500円 

３ 級 
主 任 

（高度な知識を要する担当者） 
458 人 31.3 ％ 265,500円 385,600円 

４ 級 係長・主査 272 人 18.6 ％ 290,700円 396,000円 

５ 級 
課長補佐 

（高度な知識を要する係長・主査） 
122 人 8.3 ％ 320,200円 414,200円 

６ 級 課 長 63 人 4.3 ％ 334,800円 450,700円 

７ 級 
次 長 

（高度な知識を要する課長） 
47 人 3.2 ％ 325,700円 474,400円 

８ 級 局 長・部 長 24 人 1.6 ％ 459,400円 528,500円 

計 － 1,463 人 100.0 ％   

（注）１ 横須賀市の職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 一般職給料表が適用されている職員のうち、一般行政職職員の給料表の級区分による職員数です。 

３ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在） 
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 (3) 昇給への人事評価の活用状況（横須賀市） 

　活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

　　上位、標準、下位の区分

　　上位、標準の区分

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

　活用予定時期

 イ．人事評価を活用している

 ロ．人事評価を活用していない

令和４年４月２日から令和５年４月１日
までにおける運用

○ ○

特定職員 一般職員

未定 未定
 

 

※横須賀市における特定職員とは、課長級以上の職にある職員です。 

 

 ４月１日から３月 31日までの１年間の勤務成績により、翌年度の４月１日に５段階の昇給区分で昇給します。 

 （昇給区分をＥに決定された職員は、昇給しません。） 

 

（一般職員） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ(標準) Ｄ Ｅ 

昇給の号給数 ８号給以上 
５号給 

６号給 
４号給 

１号給以上 

３号給以下 
０号給 

 

（特定職員：課長級以上の職にある職員） 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ(標準) Ｄ Ｅ 

昇給の号給数 ８号給以上 
４号給以上 

６号給以下 
３号給 

１号給 

２号給 
０号給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


